
第２ 主な事業計画    

                 

 １ 畜産振興対策 

 

   （１）経営指導関連 
     

    ア 畜産コンサル体制強化支援事業（県・受） 

令和３年度～ ２８，４６７千円 

高収益で競争力の高い畜産経営体の育成のため、個別経営診断、生産技術指

導、グループ活動支援及び研修会等を実施します。 

また、肉用牛・酪農の経営・生産技術データを活用し、生産者に経営分析結

果を提供するとともに、地域機関等における指導体制の効率化を支援します。 

 

イ 経営支援指導事業（協会事業） 

   平成１４年度～ ３，９２２千円 

畜産経営の一層の安定と発展を図るため、本事業参加者に個別の肉用牛又

は酪農の経営分析結果を迅速にフィードバックするとともに、地域指導機関

との連携強化を図ります。 

また、本事業の活用を推進し、本県畜産農家の経営力向上を促進します。 

 

ウ 畜産経営技術指導事業（地方競馬全国協会・補） 

昭和４１年度～ １７，７９９千円 

国・県等の支援の下、畜産経営の支援体制強化を図る事業、地域畜産の活性

化、安全かつ安定的な食の供給に資するための事業、及び馬事普及啓発の推進

体制の強化を図る事業等、地域畜産振興に積極的に取り組み、あわせて実施体

制の強化を図ります。 

 

エ 畜産特別資金推進指導事業（中央畜産会・補） 

昭和５６年度～ １１，６２５千円 

     畜産特別資金借受者等の経営改善計画達成を支援するため、県・指導機関・

金融機関等と連携し、支援協議会の開催、借受者の経営実績点検、改善計画の

作成指導、及び現地支援指導等を行います。  

 

オ 家畜排せつ物適正処理・利用促進事業（県・受） 

令和４年度～ ５，６０１千円 

家畜排せつ物の適正処理と利活用を推進するため、畜産環境についての専門

的な知識を有するアドバイザーの育成、及び外部の環境コンサルタントと連携

した堆肥生産技術の農家指導を行います。 

また、堆肥の成分分析支援、生産改善指導、関係者への情報提供及び県堆肥

センター協議会の運営支援等を行います。 

 

 



カ 全国域畜産コンサルタント等招へい事業（協会事業） 

                      令和元年度～ ３，２９５千円 

  全国トップクラスの畜産コンサルタントによる畜産特別資金借受者等の要改

善農家の濃密指導や生産技術向上のための研修会等を行います。 

 

キ 畜産関係団体調整機能強化事業（中央畜産会・受） 

                    令和元年度～ １，６１１千円 

  生産者等からの各種相談に応じるため、総括畜産コンサルタント等の専門家

による相談窓口を設置し、助言・指導等体制の充実を図ります。 

 

（２）生産振興関連 

 

ア 肉用牛経営安定対策補完事業（農畜産業振興機構・補） 

平成２３年度～ １２７，５８７千円 

肉用牛生産基盤の強化を図るため、中核的担い手育成のための繁殖雌牛増頭

推進、遺伝的多様性に配慮した優良繁殖雌牛の導入支援、高齢化等に対処する

ための肉用牛ヘルパー組織の推進、繁殖雌牛の増頭に資するための簡易牛舎整

備等、生産集団等の取り組みを支援します。 

 

イ 畜産経営災害緊急支援対策事業（農畜産業振興機構・補）令和元年度～ 

豪雨、大雪、台風、地震等の各種自然災害等により影響を受けた畜産農家の

安定的な経営継続のための支援並びに災害等による停電時における家畜の生命

維持に要する機械の稼動のための非常用電源の確保を支援します。 

（ア）肉用牛経営災害緊急支援対策事業          ４，４６３千円 

経営継続支援対策（非常用電源の整備等） 

（イ）養豚経営災害緊急支援対策事業          ２７，０７０千円 

経営継続支援対策（非常用電源の整備等） 

 

ウ 畜産クラスター（機械導入事業）に係る業務（中央畜産会・受） 

平成２７年度～ １３，４２０千円 

畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業のうち機械導入事業の円滑な実施を

図るため、中央畜産会の委託を受けて、事業要望に係る県との協議、県内の畜

産クラスター協議会との連絡調整及び申請書類の取りまとめ等の推進業務を

行います。 

 

エ 畜産経営体生産性向上対策事業に係る業務（中央畜産会・受） 

令和元年度～ ２３３千円 

酪農及び肉用牛経営の労働負担軽減・省力化や飼養管理技術向上を図るため、

中央畜産会の委託を受けて、ＩＣＴ機械装置等の導入について、県内の応援会

議との連絡調整及び申請書類の取りまとめ等の推進業務を行います。 

 

 

 



オ 酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業に係る業務（楽酪ＧＯ事業） 

（中央畜産会・受）平成３０年度～ ４７１千円 

酪農経営の労働負担軽減のための省力化機械装置の導入と一体的な施設整備

の取組を支援するため、中央畜産会の委託を受けて、県内の楽酪応援会議との

連絡調整及び申請書類の取りまとめ等の推進業務を行います。 

 

カ 生産基盤拡大加速化事業（肉用牛）に係る業務 

（全国肉用牛振興基金協会・受）令和２年度～ ８，９２４千円 

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（生産基盤拡大加速化事業（肉用

牛））の円滑な実施を図るため、全国肉用牛振興基金協会の委託を受けて、事

業要望に係る取組主体との連絡調整及び申請書類の取りまとめ等の推進業務

を行います。 

 

キ 豚登録事業（日本養豚協会・受） 

  昭和２３年度～ ５，７７７千円 

優良種豚の改良・増殖を推進するとともに、登録データに基づく生産基盤の

強化を図るため、種豚登録や子豚登記等の業務を行います。 

 

 

ク 貸付事業指導等事業（畜産近代化リース協会・受） 

昭和５７年度～ ９１２千円 

畜産近代化リース協会から貸付された機械について、適正な導入と効率的な

利用を図るため、貸付機械等の確認、管理状況の調査、現地指導及び新規借入

先の推進等を行います。 

 



２ 価格安定対策 

（１）肉用子牛関連 

① 肉用子牛生産者補給金制度 

 

ア 肉用子牛生産者補給金制度運営体制整備強化事業（農畜産業振興機構・補） 

平成２年度～ ６２，９５１千円 

(ア) 制度運営適正化事業 

肉用子牛生産者補給金制度の円滑な実施体制の確保、生産者補給金の交付事

務処理の高度化のため、事業推進や制度の充実・強化を図ります。 

・ 肉用子牛の個体識別及び個体登録と販売並びに保留確認 

・ 契約生産者等に対する指導、補給金制度の趣旨及び内容の周知徹底 

・ 個体登録、販売・保留等のデータ入力及び送信 

・ 家畜市場データの収集、整理及び送信 

(イ) 指定協会運営体制支援事業 

肉用子牛生産の安定及び肉用牛経営の安定的発展のために、補給金制度の実

施体制の確保、運営体制の強化を図ります。 

 

イ 肉用子牛価格安定資金造成費補助金（県・補） 

昭和４５年度～ ６，０５５千円 

生産者補給金の交付に当てる資金を造成し、適正な運用を図ります。 

 

ウ 価格安定対策管理事業（協会事業）   平成１７年度～ ３５，７２５千円 

肉用子牛生産者補給金制度の契約を締結した肉用子牛の契約生産者から徴収

する手数料により、円滑な業務の運営及び電算システムの開発・改良を行いま

す。 

徴収額    ５００円／頭 

 

② 基金事業 

 

ア 肉用子牛生産者積立金（第７業務対象年間：令和２年度～６年度） 

平成２年度～ １２３，４４０千円 

平均売買価格が合理化目標価格を下回る場合に交付する生産者補給金の一部

に充てるための積立金を造成します。 

 

 

 

 

 

 

 



《参考》 

○負担区分                      （単位：円） 

品 種 区 分 積立金額 
負担区分 

機構 宮崎県 生産者 

黒 毛 和 種 1,600 800 400 400 

褐 毛 和 種 6,000 3,000 1,500 1,500 

その他肉専用種 18,800 9,400 4,700 4,700 

乳 用 種 6,800 3,400 1,700 1,700 

交 雑 種 3,200 1,600 800 800 

 

イ 肉用子牛生産者補給金（農畜産業振興機構・補） 

（第７業務対象年間：令和２年度～６年度） 

平成２年度～ ６７０千円 

肉用子牛生産の安定を図るため、子牛価格が保証基準価格を下回った場合に生

産者補給金を交付します。 

《参考》 

○保証基準価格と合理化目標価格             （単位：円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）肉用牛肥育関連 

① 肉用牛肥育経営安定交付金制度（牛マルキン） 

 

ア 肉用牛肥育経営安定交付金制度業務受託(農畜産業振興機構・受） 

平成３０年度～ ２０，０７０千円 

肉用牛肥育経営安定交付金制度の円滑な運営を図るため、生産者等へ制度内容

の周知を図るとともに、業務規程に定める補塡金交付契約の締結、個体登録・販

売確認等の適切な事務を推進します。 

 

イ 価格安定対策管理事業（協会事業）   平成１６年度～ ３１，０６２千円 

肉用牛肥育経営安定交付金制度の交付契約を締結した生産者から徴収する手

数料により、制度の円滑な運営と業務の推進を図ります。 

徴収額    ５００円／頭 

品 種 区 分 保証基準価格 合理化目標価格 

黒 毛 和 種 541,000 429,000 

褐 毛 和 種 498,000 395,000 

その他肉専用種 320,000 253,000 

乳 用 種 164,000 110,000 

交 雑 種 274,000 216,000 



② 基金事業 

 

ア 肉用牛肥育経営安定交付金制度（第２業務対象年間：令和４年度～令和６年度） 

  平成３０年度～ １４２，３７３千円 

    

肉用牛肥育経営の安定を図るため、標準的販売価格が標準的生産費を下回った場

合に、国の交付金と併せて、生産者（県）の積立金から差額の９割を交付します。 

 

《参考》 

○契約肉用牛１頭当たりの生産者負担金額（令和３年４月～６月） 

年 月 品種区分 負担金単価 
 

生産者 宮崎県 

令和３年４月

～３年６月 

肉専用種 5,000  4,400  600  

交雑種 13,000  12,600  400  

乳用種 11,000  10,400  600  

令和３年７月 

～４年３月 

肉専用種 5,000  3,400  1,600  

交雑種 13,000  11,600  1,400  

乳用種 11,000  9,400  1,600  

 

（３）養豚関連 

 

① 肉豚経営安定交付金制度（豚マルキン） 

 

ア 肉豚経営安定対策事業（県・基）（第２業務対象年間：令和３年度～５年度） 

令和３年度～ ８２，０４０千円 

肉豚経営安定交付金制度の生産者負担金の一部を県が負担する事業において、協

会が基金の管理を行います。 

 



３ 衛生指導対策 

（１）自衛防疫関連 

ア 家畜防疫・衛生指導対策事業（地域自衛防疫推進事業）（中央畜産会・補） 

令和４年度～令和６年度 ２，７８８千円 

家畜伝染病発生時の防疫対応を円滑に実施するため、生産者及び関係者による初

動防疫の演習等、地域自衛防疫体制の維持、強化を支援します。 

 

イ みやざきの家畜防疫強靱化事業（地域防疫強靱化事業）（県・受・補） 

令和３年度～令和５年度 １９，６４８千円 

「県内一斉消毒の日（毎月２０日）」の啓発及び実施状況の確認、飼養衛生管理

基準の周知徹底、家畜伝染病予防法に基づく農家・農場情報の収集、報告の取りま

とめを行うとともに、自衛防疫推進協議会が地域防疫計画に基づき行う防疫活動を

支援します。 

 

（２）衛生指導関連 

ア 家畜防疫・衛生指導対策事業（地域農場ＨＡＣＣＰ認証支援事業） 

（中央畜産会・補）令和４年度～令和６年度 ３，７１０千円 

家畜の衛生管理及び畜産物の安全性の向上、さらには国際的な競争力の強化等を

目指し農場ＨＡＣＣＰ認証取得に取り組む畜産農家への技術指導の支援と、取組の

広域的な普及を図ります。 

 

イ 地域豚疾病低減対策強化事業（中央畜産会・補） 

令和４年度～ ２６，５００千円 

生産性を阻害する疾病である、豚繁殖・呼吸障害症候群（ＰＲＲＳ）の発生低減･

排除に地域全体で取り組む自衛防疫組織に対して、採材･検査の費用及び防疫対策経

費の支援を行い疾病発生の低減を図ります。 

 

ウ 家畜生産農場衛生対策事業（国・補）    平成３年度～ ２７，１４７千円 

牛伝染性リンパ腫及び牛ウイルス性下痢等の清浄化を推進するため、採血、検査

等に要する経費を助成し、家畜の損耗防止を図ります。 

 

エ 牛疾病検査円滑化推進対策事業（国・補） 平成１５年度～ １０，１９０千円 

県内で死亡した９６か月齢以上の牛（特例を除く）の所有者へ運搬・処理に要す

る経費を支援し、死亡牛の適正処理とＢＳＥ検査の円滑な実施を推進します。 

 

オ 牛慢性疾病対策事業（県・補）   令和２年度～令和４年度 ５，１５９千円 

牛伝染性リンパ腫の清浄化を推進するため、採血や検査に係る経費を助成し、家

畜の損耗防止を図ります。 

 

 



カ 野生獣衛生推進体制促進事業（中央畜産会・補） 

令和２年度～令和４年度 ３，０００千円 

いのししや鹿等の伝染病保有状況調査を行い、これらを踏まえた関係者間の情報

共有や生産者への侵入防止対策の普及により、野生獣被害防止の体制整備を推進し

ます。 

 

キ 特定疾病等防疫事業（協会事業）    昭和４７年度～ ２８１，８９４千円 

ワクチン接種の推進により疾病の発生や流行を予防し家畜の損耗防止を図りま

す。 

また、自衛防疫の円滑な推進を図るため、県自衛防疫推進委員会、地区自衛防疫

推進協議会等を開催するとともに、市町村自衛防疫推進協議会に対して事業推進費

を交付し、自衛防疫活動を支援します。 

さらに、ワクチン接種が原因で家畜の死亡又は流・死産、副反応が発生した場合

に家畜所有者に対して事故見舞金を交付します。 

 

ク 馬飼養衛生管理特別対策事業（中央畜産会・補） 平成１０年度～ ８２０千円 

実態調査により多様化する馬の飼養環境を的確に把握するとともに、講習会や協

議会等を開催し、飼養者の衛生管理に対する意識向上や関係者の連携構築を図り、

馬の飼養衛生管理体制の強化を推進します。 

 

ケ 馬伝染性疾病防疫推進対策事業（中央畜産会・補） 

平成２７年度～ １，２１１千円 

乗用馬及び繁殖牝馬等への各種ワクチン接種を支援することで、馬伝染性疾病の

防疫強化を推進します。 

 

コ 育成馬等予防接種推進事業（中央畜産会・補）  平成１０年度～ １８２千円 

競走用育成馬等に対する馬３種混合、日本脳炎、破傷風及びインフルエンザの予

防接種を支援します。 

 

（３）その他 

ア 家畜防疫互助基金支援事業（中央畜産会・受）平成１０年度～ ７，２２１千円 

（第８期事業実施期間：令和３年度～令和５年度） 

口蹄疫、豚熱等の海外悪性伝染病が万一発生した場合、畜産経営への影響を緩和

するため、国と生産者が積立を行い、発生農場が経営再開までに必要な経費等を相

互に支援します。 

このことにより、発生農場や周辺農場の負担を最小限にとどめ、安心して経営

を維持、継続することができます。 

 

イ 獣医師確保対策強化事業（国、県・補） 

平成２５年度～令和５年度 ８，２７７千円 

産業動物獣医師確保のため、獣医専攻学生に対し修学資金を給付するとともに、

本県の獣医職域機関での就業体験の参加を支援します。 



ウ 獣医師職員育成資金給付事業（県・補） 

令和２年度～令和５年度 ３，５５８千円 

食の安全や動物衛生等の業務を行う県職員獣医師の安定確保を図ります。 

 

４ 負担金等 
 

ア 第１２回全国和牛能力共進会推進協議会（負担金） 

平成元年度～ １，５２０千円 

イ 日本草地畜産種子協会（年会費）         令和元年度～ ２００千円 
 

５ その他 事務局受託業務 

(1) 宮崎県畜産振興協議会（宮崎県畜産共進会の開催） 

(2) 一般社団法人宮崎県畜産会館 

(3) 宮崎県郡畜連合会議 

(4) 宮崎県養蜂組合 

(5) みやざき養豚生産者協議会 

(6) 宮崎県指定種豚場協会 

(7) 宮崎県コントラクター等協議会 

(8) 宮崎県獣医師確保推進協議会 

(9) 宮崎県堆肥センター協議会 

(10) 宮崎県馬事畜産振興協議会 

(11) 宮崎県養蜂等振興推進協議会 

(12) 宮崎県養豚人材育成協議会 




